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　平成２０年分所得税の確定申告と平成２１年度町県民税の申告相談を、下記の日程で行います。

●受付場所

　２月１６日から２月２５日まで　溝口公民館２階    

　２月２６日から３月１６日まで　伯耆町農村環境改善センター１階（役場本庁舎となり）    

●受付時間

　【午前】　午前９時から午前１０時まで    

　【午後】　午後１時３０分から午後３時まで 

●相談日の日程は下記のとおりですが、都合のつかない方は 

　２月２２日午前   溝口公民館（溝口地域のみ）    

　３月８日・１２日・１３日・１６日   伯耆町農村環境改善センター（全地域）にお越しください。       

溝口公民館 農村環境改善センター 

※2月25日（水）午後は、会場（機器）移動のため受付
　を行いません。  

相談日 集　　落 

 

2月16日（月） 

 

2月１7日（火） 

2月18日（水） 

 

2月19日（木）
 

 

2月20日（金） 

2月23日（月）
 

 

 

2月24日（火） 

 

2月25日（水）

※午前のみ　 

2月22日（日） 

午前のみ　 

間地、二部第一、二部中町、 

二部中央、二部第二、二部第三、

森脇、畑池中央、東畑池、池田 

福岡区、焼杉、三部一区、三部二区 

溝口一、溝口文教区、溝口二、 

溝口三、溝口四、溝口五、谷川 

上の名、須鎌、藤屋、船越、福吉、

福島、宮原、白水、根雨原、宇代 

中祖、古市、父原、荘一、荘二、荘三 

大江、長山、妙見寺、貴住、上野、 

大平原、金屋谷、 

岩立、桝水高原、アイノピア、 

遊久の郷、大内、籠原、栃原、大瀧、

大坂、大倉、大原 

富江、末鎌、福永、添谷 

 

溝口地域予備日
 

 

相談日 集　　落 

2月26日（木）
 

 

2月27日（金） 

3月  2日（月） 

3月  3日（火） 

3月  4日（水） 

3月  5日（木）
 

 

3月  6日（金） 

3月  9日（月） 

3月10日（火） 

3月11日（水）
 

 

3月  8日（日） 

3月12日（木） 

3月13日（金） 

3月16日（月） 

林ヶ原、清山、口別所、久古、福原、 

サン団地 

番原、真野、大原、須村 

丸山、小林、藍野、ペンション 

上細見、立岩、木戸口、吉定 

岸本、押口、伯耆ニュータウン 

駅前、吉長、遠藤、遠藤団地、 

リバータウン 

大寺、こしきが丘 

殿河内、田園町、みどり 

坂長 

スカイタウン大殿、岩屋谷、小野、 

小町 

 

全地域予備日 

【問合せ先】住民課税務室　1 68-3114

　平成20年度から始まった制度で、税源移譲により所得税で控除し

きれない住宅借入金等特別控除額を、町県民税から控除する制度です。

　この控除を受けるためには、平成18年末までに入居し所得税の住

宅借入金等特別控除を受けている方で、町県民税の住宅借入金等特別

控除の申告書の提出が必要です。

どういう場合に町県民税の住宅借入金等特別控除の対象になるの？
給与所得者については、平成20年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄にある「住宅借

入金等特別控除可能額」が「住宅借入金等特別控除額」より大きい場合に、町県民税

の住宅借入金等特別控除の対象となります。

町県民税の住宅借入金等特別控除の金額の計算は？
町県民税の住宅借入金等特別控除額は、｢住宅借入金等特別控除可能額｣と｢税源移譲前

の税率を用いて算出した所得税額｣のどちらか少ない金額から｢所得税の住宅借入金等

特別控除額｣を差し引いた金額となります。

町県民税の住宅借入金等特別控除の申告書の提出方法は？
●所得税の確定申告をされない方

源泉徴収票を添付して、平成21年1月1日現在にお住まいの市区町村に提出してくださ

い。

●所得税の確定申告をされる方

所得税の確定申告書とともに税務署か申告相談会場で提出してください。

　　提出期限：平成21年3月16日（月）

申告書の用紙は米子税務署、本庁舎住民課税務室、申告相談会場(申告期間中)にあります。

申告書は今回だけ提出すればいいの？
平成21年度以降、町県民税の住宅借入金等特別控除額の適用を受けるためには、毎年

申告が必要となります。

平成19年以降に入居した場合は？
町県民税の住宅借入金等特別控除の適用はありません。

※所得税に新たな住宅借入金等特別控除制度の特例（控除期間を10年、もしくは控除

率を引き下げて控除期間を15年に延長する方式のどちらかを選択）が創設されています。

ご不明な点がありましたら、住民課税務室までお問合せください
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※町による申告相談以外にも、米子税務署に

よる申告相談が米子コンベンションセンター

で行われます。都合のつかない方は、ご利用

ください。日程など、詳しくは8頁をご覧く

ださい。 


